
１ 基礎情報 2023年8月1日現在

役員数 10 人 (都派遣職員 2 人 都退職者 2 人）

常勤役員数 2 人 (都派遣職員 1 人 都退職者 0 人）

非常勤役員数 8 人 (都派遣職員 1 人 都退職者 2 人）

186 人 (都派遣職員 120 人 都退職者 3 人）

46 人

1,187,480 千円

765,000 千円

64.4 ％

199,450 千円

13,500 千円

12,000 千円

197,530 千円 その他 49

再雇用・
非常勤職員数

(所管局) 産業労働局

漁業組合・漁業組合連合会等

公益財団法人東京都農林水産振興財団

設立年月日

基本財産

都出資（出捐）額

都出資（出捐）比率

1991年3月1日

常勤職員数

その他資産

東京都立川市富士見町3-8-1

（定款第３条 目的）
東京都内において、農林水産業の担い手の確保・育成、経営基盤の強化、森林整備、試験
研究の推進と成果の還元、農林水産資源の拡大などを通じて、食と緑に関する都民生活の
向上に貢献するとともに、環境と調和する農林水産業の振興を図ることを目的とする。

（１）農業の担い手の確保・育成、経営基盤の強化に向けた支援など農業の振興に関する
こと。
（２）分収林など森林整備、森林循環の促進、林業経営の支援など林業の振興に関するこ
と。
（３）緑の募金及び緑化の推進に関すること。
（４）環境と調和した農林水産業の振興に関すること。
（５）農林水産業についての都民等への情報提供、普及啓発に関すること。
（６）農林水産業に関する調査・試験研究及び成果還元、並びに農林水産資源の拡大に関
すること。
（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

貯木場建物及び構築物（東京都青梅市）              等

所在地

団体の使命

事業概要

役
職
員
数

他の出資（出捐）
団体及び額

※団体の統合前に都が出資（出捐）した分も含む

団体

農業協同組合・農業協同組合連合会等

森林組合・森林組合連合会等


